
がんばろう！！
日　本
がんばろう！！
日　本
がんばろう！！
日　本
がんばろう！！
日　本

が出場が出場
にに

（関連記事は３ページに掲載しています）
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　このコーナーでは、あなたの
まわりの身近な出来事や話題を
待っています。
　電話で結構です。粕屋町協働
のまちづくり課まで。

粕屋町は、福岡ソフトバンク
ホークスと

　　　　　　　　　総合交
流協定を結びました。粕屋町は、福岡ソフトバンク
ホークスと

　　　　　　　　　総合交
流協定を結びました。

　

粕
屋
町
は
、
福
岡
ソ
フ
ト
バ
ン
ク

ホ
ー
ク
ス
と
４
月
19
日
（
火
）、
総
合

交
流
協
定
を
結
び
ま
し
た
。

　

ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
通
じ
て
、
町
民

の
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
や
青
少
年
の
健

全
育
成
並
び
に
ホ
ー
ク
ス
へ
の
支
援

や
応
援
活
動
の
推
進
を
め
ざ
し
て
、

相
互
に
連
携
・
協
力
す
る
こ
と
を
確

認
し
、「
総
合
交
流
協
定
」
を
締
結
い

た
し
ま
し
た
。

　

同
日
ヤ
フ
ー
ド
ー
ム
内
で
行
わ
れ

た
共
同
記
者
会
見
に
は
、
篠
﨑
町
長

▲総合交流宣言式であいさつする篠﨑町長（写真左）
　写真中央は福岡ソフトバンクホークス舘 COO
　写真右は谷井宗像市長

▲試合前の秋山監督を激励

と
同
協
定
を
結
ん
だ
も
う
一
つ
の
自

治
体
で
あ
る
宗
像
市
の
谷
井
市
長
、

福
岡
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
ホ
ー
ク
ス
の
舘

C
O
O
が
出
席
。

　

篠
﨑
町
長
は
、「
町
を
あ
げ
て
、
地

元
球
団
で
あ
る
ホ
ー
ク
ス
を
応
援
し

て
い
き
た
い
。」
と
抱
負
を
述
べ
ま
し

た
。

　

ま
た
、
記
者
会
見
後
、
こ
の
日
ヤ
フ

ー
ド
ー
ム
で
試
合
を
控
え
た
秋
山
幸

二
監
督
を
訪
問
し
、
粕
屋
町
の
特
産

品
を
篠
﨑
町
長
が
直
接
、
秋
山
監
督

に
手
渡
し
激
励
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
、
ホ
ー
ク
ス
と
の
交
流
事
業

に
関
す
る
お
知
ら
せ
や
報
告
は
、
広

報
か
す
や
の
ほ
か
、
粕
屋
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
随
時
、
掲
載
し
て
ま
い

り
ま
す
。

粕屋西小学校の3年生児童が

人権の花「ひまわりの種」
粕屋西小学校の3年生児童が

人権の花「ひまわりの種」
をまきましたをまきました

　4月20日（水）に粕屋西小学校の3年生児童124
名が福岡県の「人権の花」である”ひまわり”の種を
まきました。「ひまわりには人権の花としてふさわ
しい“献身”という花言葉があります。そして、ひ
まわりは太陽に向かってぐんぐん成長するところ
が、子どもたちの成長の姿とかさなります。花は
植えて終わりではなく、お世話も必要です。大切
に育てていきましょう。」と人権擁護委員の岩田さ
んよりお話しがありました。
　その後、「ひまわりの花を育ててみたかった。」「ど
のくらい大きくなるのかな。」など話しながら、児
童一人ひとりがポットに種をまきました。
　これから花と共に成長していく児童たちの姿が
楽しみですね。
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鶴寿鶴寿
のの
おお祝祝いい

大隈区の八尋文雄さん

百
歳

　４月18日に大隈区の八尋文雄さんが、
１００歳の誕生日をお迎えになりました。
　家族、介護職員さんのお世話のもと、夫
婦で元気に施設生活を送っていらっしゃい
ます。
　１００歳のご長寿をお祝いして、篠﨑町
長と西村社会福祉協議会長が訪問し、お祝
いの言葉をかけられました。
　八尋さんは毎日の室内散歩を欠かさず、
趣味の俳句を続けていらっしゃいます。お
祝いの言葉に大変感激され、皆さんに何度
もお礼をおっしゃっていました。

　

４
月
１
日
（
金
）、
社
会
福
祉
法
人

相
和
会 

大
川
保
育
園
で
入
園
式
が
行

わ
れ
ま
し
た
。同
法
人
は
町
立
大
川

保
育
所
の
民
営
化
に
伴
い
運
営
を
引

き
継
ぎ
、
平
成
23
年
４
月
１
日
に
開

園
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
１
０
１
人
の
新
入
園
児

を
含
む
１
７
９
人
の
園
児
と
保
護
者
、

来
賓
な
ど
多
数
が
出
席
し
ま
し
た
。

　

入
園
式
が
始
ま
る
と
園
児
た
ち
は

緊
張
し
た
様
子
で
し
た
が
、
保
育
士

に
よ
る
手
遊
び
や
わ
ら
べ
歌
に
合
わ

せ
て
手
を
動
か
し
た
り
歌
っ
た
り
し

て
い
る
う
ち
に
、
緊
張
も
ほ
ぐ
れ
笑

み
が
こ
ぼ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
○
大
川
保
育
園
の
概
要

　

・
定
員 

１
８
０
名

　

・
入
所
年
齢　

生
後
８
週
〜

　

・
保
育
時
間

　
　
　

月
曜
日
〜
土
曜
日

　
　
　

午
前
７
時
〜
午
後
６
時

　

・
延
長
保
育

　
　
　

月
曜
日
〜
土
曜
日

　
　
　

午
後
６
時
〜
午
後
７
時

　

・
通
園
バ
ス
に
よ
る
送
迎
有

○
そ
の
他
の
保
育
事
業

　

・
一
時
保
育

　

・
地
域
子
育
て
支
援
事
業

　

・
学
童
保
育
所
併
設

　
　
（
小
学
校
１
年
生
〜
３
年
生
）

○
問
い
合
わ
せ

　

粕
屋
町
子
ど
も
未
来
課

　

☎（
９
３
８
）０
２
１
４

　
（
課
直
通
）

大
川
保
育
園
の
入
園
式

大
川
保
育
園
の
入
園
式

そ
う
わ
か
い

新しくなった大川保育園

がんばろう　日本「粕屋町どんたく隊」が
　　「博多どんたく港まつり」に出場
「粕屋町どんたく隊」が
　　「博多どんたく港まつり」に出場

！！

　５月３日(火・祝)と４日(水・祝)に開催
された「博多どんたく港まつり」のパレードに
今年も「粕屋町どんたく隊」が参加しました。
　２日間で２３０万人の人出でにぎわった同
まつりのパレードに総勢３３０人の「粕屋町ど
んたく隊」が、呉服町から天神までの明治通
り約１.３㎞を大旗と「がんばろう！！日本」と
書かれた横断幕を先頭に元気いっぱいに踊
りながら練り歩き、沿道からは盛んに歓声
があがっていました。
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町 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
地 方 消 費 税 交 付 金
自動車取得税交付金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
交通安全対策特別交付金
分 担 金 及 び 負 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
町 債

合 計

5,496,666
103,000
17,000
3,000
3,000

390,000
30,000
70,973

1,335,506
11,000
237,827
244,264
1,375,299
868,532
12,179
532

34,412
653,111
124,923
1,057,543
12,068,767

5,453,464
102,758
18,287
7,254
2,498

395,944
27,934
70,973

1,389,496
11,858
223,946
236,447
994,697
391,464
12,823
560

19,473
653,112
101,529
787,943

10,902,460

120,299
1,238,255
3,678,825
1,423,458
96,785
54,698

1,589,385
404,854
1,608,303

15
1,645,968
204,308
3,614

12,068,767

118,055
1,073,154
3,297,319
1,326,090
78,328
52,896

1,082,091
369,006
1,366,263

0
1,645,204
169,731

0

10,578,137

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農 林 水 産 業 費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
公 債 費
諸 支 出 金
予 備 費

合 計

3,680,270
7,844

1,608,086
360,856
39,850

3,047,318
6,783

1,523,295
346,250
40,272

3,258,691
6,783

1,468,449
326,827
23,750 

国 民 健 康 保 険
老 人 保 健
介 護 保 険
後 期 高 齢 者 医 療
住宅新築資金等貸付事業

918,705
896,206
127,902
339,064

収 益 的 収 入
収 益 的 支 出
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出

1,108,714
1,108,714
857,204
1,148,836

959,382
837,657

420
310,449

1,159,557
1,055,957
749,022
1,042,439

収 益 的 収 入
収 益 的 支 出
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出

（１）平成22年度歳入歳出予算下半期（10月～３月）執行状況　（繰越分含む）

（２）町有財産の状況

◎一般会計
歳　入

項　　　目

◎特別会計  
予算現額 収入済額 支出済額

（３）町債（長期借入金）の状況

一 般 会 計

流 域 関 連 公 共 下 水 道 事 業
上 水 道 事 業

借入残高
10,765,008
11,700,066
1,994,675

（４）一時借入金の状況　

国 民 健 康 保 険 基 金 か ら 運 用

借入残高 借　入　先会　計　別
300,000

土 地

建 物

基 金

984,130㎡

108,713㎡

2,943,046千円

歳　出

会 計 別

（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円）

項　　　目

◎企業会計　水道事業  

予算現額 収入済額
支出済額

（単位：千円）

項　　　目

◎企業会計　流域関連公共下水道事業 

予算現額 収入済額
支出済額

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

予算現額項　　　目 収入済額 項　　目 予算現額 支出済額

　「粕屋町財政状況の公表に関する条例」に基づき、粕屋町の平成22年度予算の執行状況を公表します。
　なお、ここに記した数値は、平成23年3月31日現在の執行状況です。そのため、5月31日までの２か月間
は出納整理期間になっていますので平成22年度決算とは異なります。
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４
月
10
日（
日
）
に
執
行
さ
れ
た
福
岡
県
知

事
選
挙（
粕
屋
町
分
）
の
結
果
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　

今
回
も
、
粕
屋
町
明
る
い
選
挙
推
進
協
議

会
と
選
挙
管
理
委
員
会
が
中
心
と
な
っ
て
、

投
票
率
の
向
上
を
図
る
た
め
投
票
参
加
の
啓

発
を
行
い
ま
し
た
が
、
福
岡
県
議
会
議
員
一

般
選
挙（
糟
屋
郡
選
挙
区
）
が
無
投
票
と
な
っ

第１投票区
（大川小学校）　
第２投票区

（仲原小学校）　
第３投票区

(粕屋町役場）　
第４投票区

（粕屋中央小学校）　
第５投票区

（中央保育所）　
第６投票区

（粕屋西小学校)

合　　　計

7,353人

4,626人

3,539人

5,067人

3,972人

8,228人

32,785人

2,147人

1,350人

1,162人

1,514人

1,297人

2,021人

9,491人

29.20％

29.18％

32.83％

29.88％

32.65％

24.56％

福岡県知事選挙の結果をお知らせします福岡県知事選挙の結果をお知らせします

■福岡県知事選挙の候補者別得票数

■福岡県知事選挙の有権者数、投票者数及び投票率

候補者氏名 所属党派 得票数

投票総数　9,491　（有効投票　9,100 ）

　　　　　　　　　（無効投票 　  391 ）

投　票　率投票者数有権者数投　票　区

おがわ　　　洋

田村　たかあき

（粕屋町分）

(届出順)（粕屋町分）

※(　)内は前回同選挙の投票率

無所属

無所属

6 , 5 83

2 , 5 17

た
こ
と
も
影
響
し
て
、
投
票
率
は
前
回
よ
り

20
ポ
イ
ン
ト
以
上
低
く
な
り
ま
し
た
。
県
内

73
の
市
区
町
村
の
う
ち
投
票
率
は
69
位
と
い

う
順
位
で
し
た
。

　

選
挙
は
、
一
人
ひ
と
り
が
政
治
に
関
わ
る

こ
と
の
で
き
る
大
切
な
機
会
で
す
。
自
分
の

大
事
な
一
票
を
有
効
に
生
か
す
た
め
に
も
ぜ

ひ
投
票
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

28.95％
（50.12％）

　食チームは、「食生活を見直しましょう」という活動をしています。
　3/14（月）に、『エバーライフ長者原おやこ広場』にて、食育紙芝
居「おむすびくん」を読み、保護者の方には「見えない脂ご注意!!」
などのお話をさせていただきました。
　今年は、いろいろな
場所に食チームで出か
けて活動したいと思っ
ています。「私たちの
集まりにも来てほしい
な」などのご要望があ
りましたら、お気軽に
下記までご連絡くださ
い。

健康かすや21　食チーム健康かすや21　食チーム

H25年度までの生活習慣改善目標

◎脂ものの取りすぎを減らす
◎食べすぎを防ぐ
◎薄味にする

●問い合わせ　粕屋町健康づくり課　☎（９３８）０２５８
●HPアドレス　http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/kurashi/kenko/zoshin/index.html
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協働のまち
づ く り 課

国 定 資 産
評価審査委員会 国 定 資 産

評価審査委員会

社 会 教 育 課

学 校 教 育 課

給食センター

第１  公文書の開示の状況
(1)開示請求の状況

開 示 請 求 件 数

実 施 機 関 請求件数 開示請求の主な内容

議 会 事 務 局

選挙管理委員会

監 査 委 員

農 業 委 員 会

土 地 開 発 公 社

合 計

町

長

会
員
委
育
教

(2)開示請求に対する決定の状況

1

2

0

1

0

2

4

1

1

2

4

1

2

2

0

1

12

0

0

0

0

0

0

36

1

1

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

1

3

21

1

1

1

9

12

1

1

1

1 0

1

1

2

実 施 機 関 開 示 却 下 取下げ

不存在

非　開　示部 分
開 示

決定等の状況

議 会 事 務 局

選挙管理委員会

監 査 委 員

農 業 委 員 会

土 地 開 発 公 社

合 計

町

　
　
　
　
　
　
　
　

長

会
員
委
育
教

請 求
件 数

社 会 教 育 課

学 校 教 育 課

給食センター

粕屋町の情報公開制度・個人情報保護制度について、
平成22年度の開示請求及び処理状況などを公表します。

粕屋町の情報公開・個人情報保護～平成22年度運用状況報告～

開示請求者の区分
町の区域内に住所を有する個人
町の区域内に事務所を有する法人その他の団体
町の区域外に住所を有する個人
町の区域外に事務所を有する法人その他の団体

合　　　　　計

件　 数
１４
０
３
７
２４

表2　開示請求者別内訳

表１　開示請求件数（平成18年度～平成22年度）

表4　実施機関別開示決定状況（表3の内訳）

表5　非開示事由の事由別適用件数

表6　審査会開催状況

(3)部分開示と非開示理由の状況
開示請求に対する決定等の状況（表4）のうち、部分開示と非開示等計15件の決定状況は
次のとおりです。（表5） 

非開示事由の事由内容 件　数

●問い合わせ　粕屋町総務課　☎９３８－０１６２

(4)公文書の開示請求に係る写しの交付枚数及び金額
　　写しの交付は215枚(単色刷り)、2,150円となっています。

　　(1)開催状況
　　　　平成22年度は、粕屋町個人情報保護審査会を１回開催しました。（表6） 

　　(2)粕屋町情報公開審査会委員及び粕屋町個人情報保護審査会委員
　　粕屋町情報公開審査会委員及び粕屋町個人情報保護審査会委員は、現在３名（元高校校長・大学教授・
　弁護士）で組織され、委員の任期は２年(平成24年6月30日まで)となっています。

第２　不服申立ての状況

　　平成22年度は、行政不服審査法に基づく不服申立てがありませんでした。

第３　苦情申出の状況

　　平成22年度は、苦情申出がありませんでした。

第４　粕屋町情報公開審査会及び粕屋町個人情報保護審査会

　粕屋町情報公開審査会及び粕屋町個人情報保護審査会は、実施機関からの諮問事項の調査、答申、建議等を
行うため、条例及び規則の規定に基づき町長の附属機関として、その都度設置されます。

平成18年度
５

平成19年度
３５

平成20年度
２５

平21年度
１３

平成22年度
２４

会 計 課

総 務 課

経営政策課

税 務 課

収 納 課

総合窓口課

子ども未来課

介護福祉課

健康づくり課

都市整備課

地域振興課

環境生活課

上下水道課

1

2

0

1

0

2

4

1

1

2

4

1

2

2

0

1

12

0

0

0

0

0

0

36

（注）平成22年６月機構改革前の実施機関分は、現在の実施機関に
　　該当するところに掲出しています。

（注）平成22年６月機構改革前の実施機関分は、現在の実施機関に
　　 該当するところに掲出しています。 

（注：１件の請求が複数の実施機関（所管）にまたがっている場合
がありますので、表１・表２とは合計が一致しません。） 

表3　実施機関別開示請求状況 実施機関別開示請求状況（表3）のうち、実施機関
が行った開示決定等は次のとおりです。（表4）

会 計 課

総 務 課

経 営 政 策 課

税 務 課

収 納 課

協働のまちづくり課

総 合 窓 口 課

子ども未来課

介 護 福 祉 課

健康づくり課

都 市 整 備 課

地 域 振 興 課

環 境 生 活 課

上 下 水 道 課

法令又は条例等の規定により、開示することができないと認められる情報

存否応答拒否

不存在

取り下げ

その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計

個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの

法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等
又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位を明らかに害すると認められるもの

町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体との間における審議、協議、検討、
調査、試験研究等の意思形成過程に関する情報であって、開示することにより、当該又は将来の同種の審議、協議、検討、調査、
試験研究等の公正かつ適切な実施に著しい支障を生じるおそれのあるもの

町又は国等の機関が行う取締り、監督、立入調査、試験、人事、入札、交渉、争訟、許認可、その他町又は国等の事務事
業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が達成できなくなるおそれのあるもの、当該情報を
本来保有する第三者との信頼関係を著しく損なうおそれのあるものその他当該又は将来の同種の事務事業の公正かつ適切
な執行に著しい支障を生じるおそれのあるもの

町と国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との信
頼関係又は協力関係を著しく害するおそれのあるもの

開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他町民生活の安全と秩序の維持に支
障を生じるおそれのある情報

０

１２

０

０

０

０

０

０

１

２

０

１５

開催日・場所 結論

平成22年12月10日
粕屋町役場　2階大会議室

会議内容

粕屋町立図書館電算システム更改事業において、システムをデータセン
ター（外部）に設置することとした場合における個人情報の取り扱い

承認

平成22年度の公文書の開示請求件数は24件です。(表1)

開示請求者別内訳は次のとおりです。（表2）

実施機関別開示請求状況は次のとおりです。（表3）

損害保険契約

損害保険契約

土地評価

防災無線工事、消防設備保守点検契約

住居表示、受診医療機関等、損害保険契約

損害保険契約

損害保険契約

適正就学指導委員会資料（所見・検査結果）

開発行為、住居表示、工事契約

損害保険契約

町と地元との協定書、損害保険契約

工事契約、損害保険契約

損害保険契約

適正就学指導委員会資料（所見・検査結果）
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協働のまち
づ く り 課

国 定 資 産
評価審査委員会 国 定 資 産

評価審査委員会

社 会 教 育 課

学 校 教 育 課

給食センター

第１  公文書の開示の状況
(1)開示請求の状況

開 示 請 求 件 数

実 施 機 関 請求件数 開示請求の主な内容

議 会 事 務 局

選挙管理委員会

監 査 委 員

農 業 委 員 会

土 地 開 発 公 社

合 計

町

長

会
員
委
育
教

(2)開示請求に対する決定の状況

1

2

0

1

0

2

4

1

1

2

4

1

2

2

0

1

12

0

0

0

0

0

0

36

1

1

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

1

3

21

1

1

1

9

12

1

1

1

1 0

1

1

2

実 施 機 関 開 示 却 下 取下げ

不存在

非　開　示部 分
開 示

決定等の状況

議 会 事 務 局

選挙管理委員会

監 査 委 員

農 業 委 員 会

土 地 開 発 公 社

合 計

町

　
　
　
　
　
　
　
　

長

会
員
委
育
教

請 求
件 数

社 会 教 育 課

学 校 教 育 課

給食センター

粕屋町の情報公開制度・個人情報保護制度について、
平成22年度の開示請求及び処理状況などを公表します。

粕屋町の情報公開・個人情報保護～平成22年度運用状況報告～

開示請求者の区分
町の区域内に住所を有する個人
町の区域内に事務所を有する法人その他の団体
町の区域外に住所を有する個人
町の区域外に事務所を有する法人その他の団体

合　　　　　計

件　 数
１４
０
３
７
２４

表2　開示請求者別内訳

表１　開示請求件数（平成18年度～平成22年度）

表4　実施機関別開示決定状況（表3の内訳）

表5　非開示事由の事由別適用件数

表6　審査会開催状況

(3)部分開示と非開示理由の状況
開示請求に対する決定等の状況（表4）のうち、部分開示と非開示等計15件の決定状況は
次のとおりです。（表5） 

非開示事由の事由内容 件　数

●問い合わせ　粕屋町総務課　☎９３８－０１６２

(4)公文書の開示請求に係る写しの交付枚数及び金額
　　写しの交付は215枚(単色刷り)、2,150円となっています。

　　(1)開催状況
　　　　平成22年度は、粕屋町個人情報保護審査会を１回開催しました。（表6） 

　　(2)粕屋町情報公開審査会委員及び粕屋町個人情報保護審査会委員
　　粕屋町情報公開審査会委員及び粕屋町個人情報保護審査会委員は、現在３名（元高校校長・大学教授・
　弁護士）で組織され、委員の任期は２年(平成24年6月30日まで)となっています。

第２　不服申立ての状況

　　平成22年度は、行政不服審査法に基づく不服申立てがありませんでした。

第３　苦情申出の状況

　　平成22年度は、苦情申出がありませんでした。

第４　粕屋町情報公開審査会及び粕屋町個人情報保護審査会

　粕屋町情報公開審査会及び粕屋町個人情報保護審査会は、実施機関からの諮問事項の調査、答申、建議等を
行うため、条例及び規則の規定に基づき町長の附属機関として、その都度設置されます。

平成18年度
５

平成19年度
３５

平成20年度
２５

平21年度
１３

平成22年度
２４

会 計 課

総 務 課

経営政策課

税 務 課

収 納 課

総合窓口課

子ども未来課

介護福祉課

健康づくり課

都市整備課

地域振興課

環境生活課

上下水道課

1

2

0

1

0

2

4

1

1

2

4

1

2

2

0

1

12

0

0

0

0

0

0

36

（注）平成22年６月機構改革前の実施機関分は、現在の実施機関に
　　該当するところに掲出しています。

（注）平成22年６月機構改革前の実施機関分は、現在の実施機関に
　　 該当するところに掲出しています。 

（注：１件の請求が複数の実施機関（所管）にまたがっている場合
がありますので、表１・表２とは合計が一致しません。） 

表3　実施機関別開示請求状況 実施機関別開示請求状況（表3）のうち、実施機関
が行った開示決定等は次のとおりです。（表4）

会 計 課

総 務 課

経 営 政 策 課

税 務 課

収 納 課

協働のまちづくり課

総 合 窓 口 課

子ども未来課

介 護 福 祉 課

健康づくり課

都 市 整 備 課

地 域 振 興 課

環 境 生 活 課

上 下 水 道 課

法令又は条例等の規定により、開示することができないと認められる情報

存否応答拒否

不存在

取り下げ

その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計

個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの

法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等
又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位を明らかに害すると認められるもの

町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体との間における審議、協議、検討、
調査、試験研究等の意思形成過程に関する情報であって、開示することにより、当該又は将来の同種の審議、協議、検討、調査、
試験研究等の公正かつ適切な実施に著しい支障を生じるおそれのあるもの

町又は国等の機関が行う取締り、監督、立入調査、試験、人事、入札、交渉、争訟、許認可、その他町又は国等の事務事
業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が達成できなくなるおそれのあるもの、当該情報を
本来保有する第三者との信頼関係を著しく損なうおそれのあるものその他当該又は将来の同種の事務事業の公正かつ適切
な執行に著しい支障を生じるおそれのあるもの

町と国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との信
頼関係又は協力関係を著しく害するおそれのあるもの

開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他町民生活の安全と秩序の維持に支
障を生じるおそれのある情報

０

１２

０

０

０

０

０

０

１

２

０

１５

開催日・場所 結論

平成22年12月10日
粕屋町役場　2階大会議室

会議内容

粕屋町立図書館電算システム更改事業において、システムをデータセン
ター（外部）に設置することとした場合における個人情報の取り扱い

承認

平成22年度の公文書の開示請求件数は24件です。(表1)

開示請求者別内訳は次のとおりです。（表2）

実施機関別開示請求状況は次のとおりです。（表3）

損害保険契約

損害保険契約

土地評価

防災無線工事、消防設備保守点検契約

住居表示、受診医療機関等、損害保険契約

損害保険契約

損害保険契約

適正就学指導委員会資料（所見・検査結果）

開発行為、住居表示、工事契約

損害保険契約

町と地元との協定書、損害保険契約

工事契約、損害保険契約

損害保険契約

適正就学指導委員会資料（所見・検査結果）
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国民年金の独自給付
第１号被保険者には
次のような独自給付があります。

●問い合わせ　年金ダイヤル・・・・・・・・・☎０５７０－０５－１１６５
　　　　　　　東福岡年金事務所・・・・・・・☎６５１－７１２９
　　　　　　　粕屋町総合窓口課・・・・・・・☎９３８－２３１１　内線４４２

　毎月４００円の付加保険料を納めると、
将来の年金額に付加年金が加算されます。

■付加年金額（年額）
　２００円×付加保険料納付月数

■受給額（年額）
　夫が受けられたであろう老齢基礎
　年金※の３／４の額
※第１号被保険者の期間に相当する老齢基礎
　年金の額

　第１号被保険者としての保険料納付済期
間と保険料免除期間を合わせて２５年以上
ある夫が亡くなったとき、夫に生計を維持さ
れていた妻（婚姻関係１０年以上）に６０歳
から６５歳になるまで支給されます。

■受給額
第１号被保険者として
保険料を納めた期間

３年以上１５年未満

１５年以上２０年未満

２０年以上２５年未満

２５年以上３０年未満

３０年以上３５年未満

３５年以上

死亡一時金の額

１２０，０００円

１４５，０００円

１７０，０００円

２２０，０００円

２７０，０００円

３２０，０００円

ワ ン ポ イ ン ト
国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納めることはできません。

ワ ン ポ イ ン ト
夫が障害基礎年金を受けたことがあるとき、又は老齢基礎年金を受けていたときは支給されません。

ワ ン ポ イ ン ト
付加保険料を３年以上納めている場合は、８,５００円が加算されます。

付加年金付加年金付加年金付加年金付加年金

寡婦年金寡婦年金寡婦年金寡婦年金寡婦年金

死亡一時金死亡一時金死亡一時金死亡一時金死亡一時金
　第１号被保険者としての保険料を３年以上
納めた人が、何の年金も受けずに亡くなっ
たとき、生計を同じくしていた遺族に支給
されます。ただし、その遺族が遺族基礎年
金を受けられるときは支給されません。ま
た、死亡一時金と寡婦年金が受けられる
場合は、選択によりその一つが支給されま
す。
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粕屋町のごみの量と流れ（平成22年4月～平成23年3月）

前年度比
（増減）

前年度比
（増減）

ごみを減らす方法の基本は「ごみになる物を買わない」こと。
無計画な買い物などでごみを増やさないようにしましょう。

～毎年、６月はごみ減量化・リサイクル推進月間となっております。～～毎年、６月はごみ減量化・リサイクル推進月間となっております。～

　粕屋町では、ごみの指定袋を可燃ごみ、燃えないごみ、
空缶・空びん、ペットボトルの４種類に分けて収集してい
ます。
　可燃ごみは、ごみ燃料化（RDF）施設で乾燥・選別・成
形して固形燃料として、また燃えないごみ、空缶・空びん
及びペットボトルは選別し資源として再生利用（リサイ
クル）しています。
　そのほか、電池・電球・蛍光灯なども資源として収集し
ていますので、しっかり分別して、ごみを削減しましょう。

～あすなろ猫（飼い主のいない猫）の不妊、去勢手術支援事業のご案内～～あすなろ猫（飼い主のいない猫）の不妊、去勢手術支援事業のご案内～

　（社）福岡県獣医師会小動物部会福岡地区部会は殺処分される不幸な猫を減らすこと、また飼い主のいない

猫との共生を目指す地域猫活動の支援を目的として、飼い主のいない猫の不妊、去勢手術の支援事業を平成

23年4月から12月まで実施します。　

●個人負担の手術費用：メス1頭　10,500円　　オス1頭　5,000円

●手術予定頭数：糟屋郡内で50頭（予定頭数になり次第終了します。）　

　この支援事業には対象と要件がありますので、手術実施にあたっては必ず事前の手続きが必要です。

　詳細は、長者原動物病院（☎９３８－５２０６）にお問い合わせください。

　なお、上記以外の糟屋郡内の動物病院においても支援事業を行っています。

対応病院については、お手数ですが、直接、各動物病院にお問い合わせください。

　ごみを減らすために必要なこと。それがこの
３つのＲにつまっています。この３つを実行す
ることが、ごみの削減や、資源を有効利用する
ことに役立ちます。

Ｒeduce
（リデュース）

Ｒeuse
（リユース）

Ｒecycle
（リサイクル）

根本から
ごみを減らす

使えるものは
最後まで使う

残った資源を
捨てずに再生利用

各地域集団回収
 新聞紙 361
 雑誌 132
 ダンボール 115
 古着 33

役場リサイクル置場
 新聞紙 207
 雑誌 161
 ダンボール 126
 古着 57

（単位：ｔ）

クリーンパークわかすぎ

リサイクル業者

可燃（ＲＤＦ） 10,727 0.76%

燃えないごみ 221 0.45%

粗大ごみ 258 10.26%

缶・びん 342 －3.93%

ペットボトル 57 －3.38%

乾電池 7 0.00%

不法投棄ごみ 42 －2.44%

その他（災害ごみ） 0 －100.00%

　　　計 11,654 0.46%

新聞紙 568 －3.89%
雑誌 293 －2.01%
ダンボール 241 2.99%
古着 90 8.43%
牛乳パック 3 100.00%
　　計 1,195 －0.99%

ペットボトル  

 業者収集 57

乾電池  

 業者収集 7

不法投棄ごみ  

 業者収集 42

その他  

 災害ごみ 0

※平成22年度（1年間）の粕屋町のごみ量12,849ｔのほかに「せん定樹木・草」「家電リサイクル対象品」「産業廃棄物対象ごみ」などがあります。

641

551

可燃ごみ  
 業者収集 10,647
 個人持込み 43
 役場持込み 37
 　　計 10,727

燃えないごみ  
 業者収集 213
 個人持込み 4
 役場持込み 4
 　　計 221

粗大ごみ  
 業者収集 44
 個人持込み 192
 役場持込み 22
 　　計 258

缶・びん  
 業者収集 342
 　　計 342



　

奈
良
の
平
城
京
に
都
が
つ
く
ら
れ
て
か
ら
、

昨
年
で
ち
ょ
う
ど
1
3
0
0
年
が
経
ち
ま
し

た
。
奈
良
時
代
は
、
日
本
が
国
家
と
し
て
の

体
制
を
急
速
に
整
え
て
い
く
時
期
で
も
あ
り

ま
す
。
法
律
・
軍
事
・
官
僚
制
・
税
制
な
ど
、

そ
の
内
容
は
多
岐
に
及
び
ま
す
が
、
都
と
地

方
を
む
す
ぶ
道
路
も
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

当
時
つ
く
ら
れ
た
道
路
の
な
か
で
大
き
な
も

の
は
幅
12
ｍ
程
も
あ
り
、
現
在
の
４
車
線
道

路
に
匹
敵
す
る
規
模
に
な
り
ま
す
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
道
路
が
整
備
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
全
国
を
治
め
て
い
く
た
め
に

は
、
都
で
発
し
た
命
令
を
い
ち
速
く
正
確
に

地
方
へ
伝
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の

よ
う
な
通
信
手
段
が
な
い
時
代
で
は
、
人
が

直
接
移
動
し
て
情
報
を
運
ば
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
物
資
の
運
搬
ル
ー
ト
を
確

保
す
る
必
要
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の

た
め
に
道
路
整
備
は
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
す
。

　

当
時
の
陸
路
の
移
動
手
段
は
徒
歩
か
馬
で

す
が
、
当
然
速
く
移
動
す
る
た
め
に
は
馬
が

必
要
で
す
。
そ
こ
で
、
道
路
に
沿
っ
て
一
定
間

隔
に
馬
を
常
駐
さ
せ
て
お
く
施
設
が
つ
く
ら

れ
ま
し
た
。
長
距
離
の
移
動
で
は
、
馬
に
餌

を
与
え
た
り
、
移
動
者
の
宿
泊
場
所
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
早
馬
を
使
う
場
合
は
、

適
当
な
間
隔
で
乗
り
継
い
で
い
く
方
が
効
率

的
で
す
。
そ
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
施
設
が

「
駅
」
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
制
度
を
駅
伝
制
と
呼
び
、
当

時
の
中
国
の
制
度
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
す
。

タ
ス
キ
を
繋
い
で
い
く
駅
伝
競
技
は
、
こ
の

駅
伝
制
が
由
来
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

現
在
は
「
駅
」
と
い
え
ば
電
車
の
駅
を
指
し
ま

す
が
、「
駅
」
の
字
に
は
馬
が
入
っ
て
い
る
よ

う
に
、
本
来
は
馬
が
常
駐
す
る
施
設
の
こ
と

で
し
た
。
電
車
の
駅
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
で
、
そ

れ
以
前
は
停
車
場
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
全
国
に
整
備
さ
れ
た

道
路
の
中
で
も
特
に
重
要
視
さ
れ
た
の
は
、

都
と
大
宰
府
を
む
す
ぶ
ル
ー
ト
で
す
。
当
時

の
迎
賓
館
で
あ
る
鴻
臚
館
（
舞
鶴
公
園
内
）

に
加
え
、
大
宰
府
は
対
外
交
渉
・
国
境
防
備

の
役
割
を
担
っ
て
い
た
た
め
、
都
―
大
宰
府

間
は
、
外
国
使
節
や
軍
隊
が
通
行
す
る
重
要

な
道
路
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
ル
ー

ト
は
粕
屋
町
内
を
通
過
し
、
夷
守
駅
と
い
う

駅
も
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

席
内
駅
（
古
賀
市
筵
内
付
近
）
と
美
野
駅
（
福

岡
市
博
多
区
美
野
島
：
現
博
多
駅
付
近
）
の
間
に

夷
守
駅
が
あ
り
、
15
頭
の
馬
が
置
か
れ
て
い

た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
粕
屋
町
に
は

今
も
「
日
守
」
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
て
、

こ
の
付
近
に
夷
守
駅
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
夷
守
駅
で
詠
ま
れ
た
和
歌

が
万
葉
集
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

「
草
枕　

旅
行
く
君
を
愛
し
み　

副
ひ
て
ぞ

来
し　

志
可
の
濱
辺
を
」　　
　
（
つ
づ
く
）

【
参
考
文
献
】

　
『
小
・
中
学
生
の
た
め
の
粕
屋
町
の
歴
史
』

●
問
い
合
わ
せ　

粕
屋
町
立
歴
史
資
料
館
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鴻臚館

夷守駅美野駅

久爾駅
石瀬駅

額田駅比菩駅

深江駅

佐尉駅

席内駅

津日駅

長丘駅
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み の
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22

︼
話

葉
万

道
前編

駅（■）の場所は推定です。
図示した駅のうち場所が確定しているものはありません。

【古代の道路】

お
よ
そ
１
３
０
０
年
前
、

都
と
大
宰
府
を
む
す
ぶ
道
が
粕
屋
町
を
通
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
詠
ま
れ
た
万
葉
和
歌
と
は―

―
―

10
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館内整理日

休 館

休 館

休 館

休 館

日 火月 木水 金 土

６ が つ は、休館日です。

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

場所　粕屋町立図書館１階　おはなしのへや

No.132

10：00～18：00（火・水・木・土・日）
10：00～19：00（金曜日のみ）　

開館
時間

粕屋町立図書館　☎939－4646問い合わせ

『ボディガード』
　雨の多い季節になりました。
本などが濡れないように
ビニール袋に入れるなど
取り扱いに注意をお願い
いたします。また、館内への
傘の持ち込みはできません。玄関に傘立てを用意
しておりますので、ご利用ください。

新しい貸出カードはお持ちですか？新しい貸出カードはお持ちですか？

・あかちゃん向け（第１・３金曜日）
　６月３日・１７日
　１１：００～／１１：３０～（二部制です）
・ちいさい子向け（第２・第４金曜日）
　６月１０日・２４日
　１１：００～／１１：３０～（二部制です）
・おおきい子向け（毎週土曜日）
　６月４日・１１日・１８日・２５日
　１１：００～
・小学生向け（第１・３日曜日）
　６月５日・１９日　１５：００～

　影の世界に生きるボディガード。華やかな世
界に生きるトップスター。守る男と、守られる
女が、やがて互いの立場を越えて恋に落ちていく。　
●６月１１日（土）１４：００～１６：１０
●場所／粕屋フォーラム　２階視聴覚室
　※鑑賞は無料です。お気軽にご参加ください。

毎月23日は、粕屋町読書の日です。
この機会にテレビを消して読書に親
しむ習慣づくりをしましょう。

今月のおはなし会

1992年／アメリカ映画
２時間１０分／カラー／字幕
監督／ミック・ジャクソン
出演／ケビン・コスナー
ホイットニー・ヒューストン

★たなばたおはなし会
日時　７月２日（土）１１：００～（約５０分）
場所　粕屋フォーラム　２階視聴覚室
出演　いちご一会

★たなばた工作教室
おりがみで彦星や織姫を作って、笹に飾ります。

短冊におねがいを書いて、素敵な笹飾りを作ってみよう。

日時　７月３日（日）　１４：００～１６：００
場所　粕屋フォーラム　２階視聴覚室
定員　４０名
参加費　無料
対象　３歳～小学生
（小学生未満のお子様は
 保護者同伴でご参加ください）
●申し込み
・カウンターでの受付
　　６月１８日（土）から
・電話での受付
　　６月２１日（火）から
　　　　※申し込みは先着順です。
　詳しくは図書館までお問い合わせください。

　現在、図書館の貸出カードを新タイプのものに切
り替えています。前のカードと、ご住所の確認でき
るものをご本人様がお持ちください。前のカードと
の引き換えになりますので、今まで使っていたカー
ドは捨てずにお持ちください。引き換えではない場
合、カード代が必要となりますのでご注意ください。

　図書館が閉まっているときは、ブックポストに
本だけを入れてください。ビデオ・ＣＤ・カセッ
トテープ・ＤＶＤは、破損の原因になりますので
ブックポストには入れないでください。
ご理解とご協力をおねがいします。

たなばた会

http://lib.kasuya.jp/

http://ilisod001.apsel.jp/kasuya-lib/wopc/pc/mSrv?dsp=TP

HPアドレス

携帯版ＨＰアドレス

ホームページアドレスが変わりました。ホームページアドレスが変わりました。
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※電話番号を確認の上、お掛け
　ください。

　…休館日　その他は全て開館

日 月 火 水 木 金 土

1

8

15

22

29

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

2

9

16

23

30

4

11

18

25

3

10

17

24

６月のかすやドーム開館日

★ホームページ（教室案内・お知らせなども…）

 http://www.kasuyadome-sc.jp

　　　　　　　　　　 

■体育館　平日　　　　１０：００～２２：００
　　　　　土・日・祝日　９：００～２１：００
　　　　　(施設予約受付時間は閉館30分前まで）
※月曜日は休館日となっています。
※祝日営業日は、教室はすべて
　休講となります。

■プール　平日　　　　１０：００～２１：３０
　　　　　土・日・祝日１０：００～２０：３０

営業時間

このページに関する問い合わせは、かすやドーム（☎939-5130）または、ホームページなどでご確認ください。

『教室のご案内』 ★夏間近 おすすめ特集★

★親子で運動シリーズ企画★　第２弾

○短期幼児教室

◎ 親子スイミング教室 ◎

申込開始日:6月14日(火)11:00～
料金：3,000円/4回

日程：(体操 ) 6/28、7/5、7/12、7/19  ( サッカー ) 6/28、7/5、7/19、7/26
　　 ( 鉄棒 ) 6/30、7/7、7/14、7/21  ( ハンド ) 7/15、7/22、7/29、8/5
対象：Ｈ19．4/1 以前に生まれた子～幼稚園年長児　
定員：体操･鉄棒 /16名　サッカー・ハンド /20名

体操 火 16:00～16:50 ミニサッカー 火 16:30～17:20
鉄棒 木 16:00～16:50 ハンドボール 金 16:00～16:50

○短期子ども水泳教室
申込開始日: H23年第1期を受講していない新規の方
　　　　　  (新規) 6月14日(火)11:00～

料金：3,000円/4回

日程：(火) 6/21、6/28、7/5、7/12  (水) 6/22、6/29、7/6、7/13
　　　(木) 6/23、6/30、7/7、7/14  (金) 6/24、7/1、7/8、7/15

くらげ　水・木・金  16:00～17:00対象：Ｈ18、4/1以前に生まれた子～小学1年

ホップ　　木  11:00～12:00
対象：少し泳げるが体力に自信のない方、平泳ぎを習得したい方

ステップ
　木  14:00～15:00　　金  11:00～12:00

対象：クロール、背泳ぎで２５ｍ以上泳げる方
　　　平泳ぎ、バタフライを習得したい方

○短期こども体操教室
申込開始日:6月14日(火)11:00～

料金：3,000円/4回

日程：6/28、7/5、7/12、7/19

火 17:20～18:30 対象：小学1～2年生　定員：16名

○短期大人水泳教室
申込開始日:6月9日(木)10:00～

料金：4,000円/4回

日程：(木) 6/23、6/30、7/7、7/14
　　　(金) 6/24、7/1、7/8、7/15

めだか　火･水･木･金  17:10～18:10対象：小学生(全学年)

いるか　水･木･金 ※金 スーパーいるか 18:15～19:15対象：小学生(全学年)

◎体育館は、予約利用・当日利用ができます。
バドミントン・卓球・ソフトバレー・
バスケット・フットサル・柔道・剣道など

・『予約方法』  
　体育館受付にて利用申請書記入＋利用料金をお支払ください。
　アリーナ・武道場の利用時間は2時間からになります。
　予約は利用前日までにお願いします。
　※電話・インターネットでのご予約は承っておりません。
・当日に空きがあれば予約されてなくてもご利用できます。
　※必ずご利用前に電話にて施設の空き状況をご確認ください。

★施設利用料(2時間）
・体育館、武道場、
　　　　　　トレーニング室
　　300円　一般
　　150円　高校生・65歳～
・プールアリーナ
　　400円　一般
　　300円　高校生
　　200円　小・中学生･65歳～
　　100円　幼児

親子で楽しく遊びながら、泳げるようになるために必要な水の中で
の呼吸法やキック･ストロークなどの補助のポイントを紹介します。

日　時 ：6月 18日 ( 土 )　11:00 ～ 12:00
場　所 ：かすやドーム　プールアリーナ
対　象 ：①Ｈ19．4/1 以前に生まれたお子様～幼稚園年長児
　　　  ②小学 1～２年生
料　金 ：1組 /1,000円 (1 組＝大人1名，こども1名まで )
定　員 ：各 12組（①･②それぞれ）
持ってくるもの：水着・スイムキャップ・ゴーグルなど

【みんなで一緒に汗を流しませんか】

●大人はじめてテニス　※月単位でのお申込になります。
　水曜(昼12:15～)クラス、木曜(昼12:15～)・(夜21:00～)クラス
＊ご利用の際、体育館シューズ・運動できる服装が必要です。

(対象は高校生以上）体育館(アリーナ)教室

○テニス教室 料金：3,000円/4回

・プールサイド　ヨガ＆ストレッチ(30分) …(火)10:30～
・シェイプアップアクア(40分) …(水)･(金)13:30～

　プールでは遊泳コース・自由遊泳コース・歩行コース
に分かれており、幼児プール(水深60ｃｍ)・ジェットプ
ール・採暖室もあります。
※ご利用の際はプールでは水着・スイミングキャップが必要です。
※幼児～小学2年までのお子様は保護者同伴でお願いします。
　幼児(2歳以上で完全にオムツがとれているお子様)

（25m×7レーン）

【夏間近、プールなら膝・腰などに負担なく過ごせます】

【夏前に運動する習慣をつけてみませんか】

プールアリーナ

おすすめプールレッスン

・燃焼エアロ(60分)　　 …(火)14:00～、(木)19:30～
・はじめてのヨガ(40分) …(火)13:00～、(水)11:20～

おすすめスタジオレッスン

 【講習会実施時間】
 平　日　①11：00　②13：00　③15：00　④20：00
 土日祝　①11：00　②13：00　③15：00　④17：00
 【講習会料金】 ： 施設利用料＋200円 ( 講習会受講券 )
※開始10分前までに体育館受付まで
　体育館シューズ・トレーニングウエアが必要になります。

（ご利用は高校生以上）

（対象は高校生以上）

トレーニング室

　当施設のトレーニング室を初めてご利用される方は、
まずトレーニング室講習会の受講をお願いしています。

【しっかり汗をかくレッスンやゆっくりカラダを動かす
レッスンなど目的にあわせてご利用できます】　　
☆スタジオでのレッスンがいつでも 簡単に受講できます。

スタジオ(軽体操室)

6/1(水)
10:30～
申込開始


